
10

４
１
５
万
９
０
０
０
円
が
今
回

の
改
正
に
よ
る
歳
入
の
増
加
額

と
な
り
ま
す
。

●
本
会
議
で
の
主
な
論
点

賛
成
今
回
の
改
正
は
、
地
方
税

法
施
行
令
の
改
正
に
伴
う
も
の

で
あ
り
、
国
の
社
会
保
障
審
議

会
の
議
論
に
も
沿
う
も
の
で
あ

る
。
課
税
限
度
額
の
引
き
上
げ

に
よ
り
、
こ
れ
を
超
え
る
者
の

負
担
は
増
え
る
が
、
中
低
所
得

者
に
配
慮
し
た
税
率
の
設
定
が

可
能
と
な
る
た
め
、
国
の
改
正

に
準
じ
て
行
う
べ
き
と
考
え
る
。

反
対
限
度
額
は
こ
の
10
年
間
を

見
て
も
32
％
と
異
常
な
上
が
り

方
で
あ
り
、
国
民
健
康
保
険
税

負
担
が
重
過
ぎ
る
。
ま
た
、
今

回
は
、
国
が
低
所
得
者
へ
の
軽

減
措
置
を
行
わ
な
い
な
ら
、
市

独
自
で
軽
減
拡
充
を
し
て
も
良

い
の
で
は
と
考
え
る
。

問　

課
税
限
度
額
引
き
上
げ
に

よ
る
国
民
健
康
保
険
の
財
政
的

な
影
響
に
つ
い
て
、
試
算
は
。

答　

引
き
上
げ
に
よ
る
国
民
健

康
保
険
税
の
調
定
額
の
増
加
分

に
、
当
初
予
算
の
収
納
率
95
・

０
％
を
か
け
る
と
、
約
３
８
６

万
４
０
０
０
円
の
増
と
な
り
ま

す
。
こ
れ
に
国
・
県
の
負
担
金

と
市
か
ら
の
繰
入
金
の
増
で
あ

る
29
万
５
０
０
０
円
を
足
し
た

●
国
民
健
康
保
険
税
の

　
課
税
限
度
額
の
引
き
上
げ

　（
第
47
号
議
案
）

　

地
方
税
法
施
行
令
の
改
正
に

伴
い
、
国
民
健
康
保
険
税
の
基

礎
課
税
額  

（
医
療
分
）、  

後
期

高
齢
者
支
援
金
等
課
税
額
（
支

援
分
）
に
係
る
課
税
限
度
額
を

引
き
上
げ
ま
す
。

●
文
教
委
員
会
で
の
主
な
質
疑

ッ
プ
に
着
手
し
て
い
ま
す
。
施

工
時
期
は
未
定
で
す
が
、
今
後
、

専
門
家
の
指
導
の
下
、
歩
行
者

利
便
増
進
道
路
の
社
会
実
験
等

を
実
施
し
て
い
く
も
の
と
考
え

て
い
ま
す
。
そ
の
他
の
場
所
に

つ
い
て
は
、
今
の
と
こ
ろ
、
歩

行
者
利
便
増
進
道
路
の
候
補
と

な
る
予
定
は
あ
り
ま
せ
ん
。

●
子
ど
も
医
療
費
助
成
を
拡
大

　（
第
46
号
議
案
）

　

子
育
て
家
庭
を
支
援
し
、
子

ど
も
の
健
全
な
育
成
と
福
祉
の

増
進
を
図
る
た
め
、
子
ど
も
医

療
費
の
助
成
対
象
を
、
こ
れ
ま

で
の
入
院
に
加
え
、
通
院
医
療

費
に
つ
い
て
も
、
中
学
校
卒
業

ま
で
か
ら
18
歳
に
達
し
た
年
度

末
ま
で
拡
大
し
ま
す
。

●
文
教
委
員
会
で
の
主
な
質
疑

問
　
高
校
生
世
代
へ
は
、
新
た

に
受
給
者
証
を
交
付
す
る
と
い

う
こ
と
だ
が
、
ど
の
よ
う
な
手

続
き
が
必
要
か
。

答　

高
校
生
世
代
は
申
請
が
必

要
と
な
り
ま
す
。
９
月
下
旬
に

申
請
書
と
返
信
用
封
筒
を
同
封

し
た
も
の
を
発
送
し
、
手
続
き

は
原
則
郵
送
対
応
と
し
ま
す
。

申
請
手
続
き
を
し
た
方
に
対
し
、

12
月
中
に
受
給
者
証
を
郵
送
し

ま
す
。

　
　

働
く
こ
と
を
軸
と
す

る
社
会
の
実
現
に
向
け
て

公
契
約
条
例
の
検
討
状
況

に
つ
い
て
伺
う
。

　
　

蒲
郡
市
公
契
約
に
関

す
る
指
針
を
基
に
、
今
年

度
中
に
、
公
契
約
条
例
の

制
定
を
し
て
い
き
た
い
。

　
　

Ｅ
Ｂ
Ｐ
Ｍ
に
基
づ
く

成
長
産
業
と
雇
用
創
出
の

位
置
づ
け
を
伺
う
。

　
　

各
種
指
標
・
デ
ー
タ

分
析
に
努
め
、
本
市
に
お

け
る
今
後
の
計
画
や
ビ
ジ

ョ
ン
策
定
等
に
活
用
し
、

証
拠
に
基
づ
い
た
政
策
立

案
に
つ
な
げ
て
い
き
た
い
。

　

現
在
進
め
て
い
る
産
業

振
興
ビ
ジ
ョ
ン
の
策
定
に

お
い
て
も
、
雇
用
の
創
出

を
含
め
た
産
業
全
体
の
活

性
化
を
目
指
し
て
い
き
た

い
。

　
　

妊
娠
、
出
産
、
子
育

て
な
ど
各
ラ
イ
フ
ス
テ
ー

ジ
の
支
援
に
つ
い
て
リ
プ

ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
の
現
状
に

つ
い
て
伺
う
。

　
　

リ
プ
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン

の
考
え
の
も
と
、
不
妊
治

療
を
望
む
人
や
悩
ま
れ
て

い
る
人
が
、
年
齢
制
限
の

検
討
や
、
不
妊
治
療
に
踏

み
出
す
た
め
の
支
援
と
し

て
、
初
期
費
用
の
補
助
制

度
を
検
討
し
て
い
き
た
い
。

　
　

リ
プ
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン

セ
ン
タ
ー
を
定
住
施
策
と

す
る
考
え
方
を
伺
う
。

　
　

名
古
屋
市
立
大
学
と

の
連
携
体
制
を
も
と
に
、

今
後
、
需
要
の
高
ま
り
の

見
込
ま
れ
る
妊
娠
か
ら
子

育
て
な
ど
の
ラ
イ
フ
ス
テ

ー
ジ
の
分
野
に
つ
い
て
、

研
究
し
て
い
き
た
い
。

 

自
然
減
対
策
に
つ
い
て

社
会
減
対
策
に
つ
い
て

問問 答

問問答 答

答

自由クラブ
鈴木基夫

●
市
道
の
構
造
の
技
術
的
基
準

　
を
定
め
る
条
例
の
一
部
改
正

　（
第
44
号
議
案
）

　

道
路
構
造
令
の
改
正
に
伴
い
、

交
通
事
故
の
防
止
を
図
る
た
め

必
要
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
設

け
る
施
設
に
、
自
動
運
行
補
助

施
設
を
追
加
し
ま
す
。

　

ま
た
、
に
ぎ
わ
い
あ
る
歩
行

者
中
心
の
道
路
空
間
を
構
築
す

る
た
め
、
歩
行
者
が
安
心
・
快

適
に
通
行
・
滞
留
で
き
る
空
間

が
整
備
さ
れ
、
占
用
を
柔
軟
に

認
め
ら
れ
る
「
歩
行
者
利
便
増

進
道
路
」
に
つ
い
て
、
構
造
の

基
準
を
定
め
ま
す
。
こ
れ
に
伴

い
、
蒲
郡
市
移
動
等
円
滑
化
の

た
め
に
必
要
な
市
道
の
構
造
に

関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
中

の
有
効
幅
員
の
定
義
に
つ
い
て
、

規
定
の
整
理
を
行
い
ま
す
。

●
経
済
委
員
会
で
の
主
な
質
疑

問　

自
動
運
行
補
助
施
設
と
は

ど
う
い
う
も
の
か
。
市
内
に
あ

る
か
。
今
後
の
予
定
は
ど
う
か
。

答　

自
動
運
行
補
助
施
設
と
は
、

自
動
運
転
車
の
運
行
を
補
助
す

る
施
設
で
、
電
磁
誘
導
線
や
電

磁
マ
ー
カ
ー
等
を
使
用
し
て
運

行
を
補
助
す
る
も
の
で
す
。
今

の
と
こ
ろ
、
市
内
に
お
い
て
自

動
運
行
補
助
施
設
の
整
備
計
画

及
び
整
備
予
定
は
あ
り
ま
せ
ん
。

問　

歩
行
者
利
便
増
進
道
路
は

市
道
駅
南
１
号
線
以
外
の
道
路

も
想
定
さ
れ
て
い
る
の
か
。
市

民
の
利
用
は
い
つ
頃
の
想
定
か
。

答　

市
道
駅
南
１
号
線
に
つ
い

て
は
、
令
和
４
年
度
か
ら
東
港

地
区
開
発
推
進
室
に
お
い
て
、

市
民
参
加
に
よ
る
ワ
ー
ク
シ
ョ

条
例
の
改
正

6 月定例会

議　案

国民健康保険税条例の
一部改正などを議決
　６月市議会定例会は、６月 15 日から６月 27 日までの 13 日間の会期で
開き、議案 13 件を審議しました。国民健康保険税条例の一部改正など、
主な内容をお知らせします。

■６月定例会の日程

15 日　本会議

〔会期の決定、諸般の報告、

議案説明、質疑、討論、採

決、一般質問など〕

16 日　本会議〔一般質問〕

17 日　本会議〔一般質問〕

20 日　総務委員会

21 日　経済委員会

22 日　文教委員会

27 日　本会議

〔委員長報告、質疑、討論、

採決など〕


